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バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
一
連
の
声
明
と

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
獄
中
書
簡
と
の
対
立

森

田

美
千
代

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
一
連
の
声
明
と
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ

ニ
ア
（M

artin
L

u
th

er
K

in
g,

Jr.,
1929-1968

）
の
獄
中
書
簡
（L

etter
from

B
irm

in
gh

am
Jail

）
と
の
対
立
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
、
目
的
と
す
る
。
キ
ン
グ
の
獄
中
書
簡
の
日
付
は
、
一
九
六
三
年
四
月
一
六
日
で
あ

（
１
）

る
。
こ
の
書
簡
は
、
直
接
的
に
は
、

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
同
年
四
月
一
二
日
付
声
明
に
対
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
は
、
一
九
六
三
年
四
月
一
二
日
の
声
明
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
同
年
一
月
一
六
日

と
同
年
九
月
七
日
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
は
三
回
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
し
て
そ
れ
ら
三
つ
の
声

明
は
内
容
に
お
い
て
変
化
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で

特
に
日
本
に
お
い
て

、
本
稿
で
は
、

そ
れ
ら
三
つ
の
声
明
の
内
容
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
三
つ
の
声
明
の
内
容
の
変
化
を
も
、
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
キ
ン
グ
の
獄
中

書
簡
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
ン
グ
が
白
人
聖
職
者
た
ち
の
声
明
の
内
容
の
何
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
た

１８４



い
。キ

ン
グ
研
究
者
で
あ
る
黒
�
真
は
、
ア
メ
リ
カ
南
部
白
人
聖
職
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
整
理
の
し
か
た

は
、
本
稿
に
お
い
て
も
役
に
た
つ
。

南
部
白
人
牧
師
は
大
き
く
三
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
人
種
隔
離
を
信
じ
る
白
人
牧
師
で
あ
り
、
第
二
は
人
種
統
合
を

積
極
的
に
支
持
す
る
革
新
的
白
人
牧
師
で
あ
る
。
第
一
と
第
二
の
白
人
牧
師
は
、
い
ず
れ
も
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ

き
は
第
三
の
タ
イ
プ
、
す
な
わ
ち
南
部
白
人
牧
師
の
大
半

あ
る
統
計
で
は
５
人
に
４
人

を
占
め
て
い
た
穏
健
派
白
人

牧
師
で
あ
る
。（
中
略
）
穏
健
派
白
人
牧
師
は
、
聖
書
は
人
種
隔
離
を
正
当
化
し
な
い
、
あ
る
い
は
人
種
統
合
を
支
持
す
る
と

解
釈
し
、
人
種
隔
離
を
支
持
し
な
か
っ
た
。（
中
略
）〔
ま
た
〕
穏
健
派
白
人
牧
師
は
、〔
民
主
主
義
の
前
提
と
し
て
の
〕「
法
と

秩
序
」
遵
守
の
立
場
か
ら
、
公
民
権
運
動
側
の
非
暴
力
直
接
行
動
とK

K
K

（K
u

K
lu

x
K

lan

）
な
ど
白
人
側
か
ら
の
テ
ロ

行
為
の
両
方
を
非
難
す
る
。
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、「
法
と
秩
序
」
遵
守
の
立
場
か
ら
、
彼
ら
は
連
邦
最
高
栽
の
判
決
に

は
従
う
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ

（
２
）

る
。

本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
牧
師
は
、
穏
健
派
白
人
牧
師
で
あ
る
。
穏
健
派
白
人
牧
師
は
、「
法
と
秩
序
」
遵
守
の
立
場
か
ら
、
非
暴

力
直
接
行
動
と
白
人
テ
ロ
行
為
の
両
方
を
非
難
し
（
両
方
を
非
難
す
る
こ
と
は
、
そ
の
両
方
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
）、
か

つ
連
邦
最
高
栽
の
判
決
に
は
従
う
べ
き
で
あ
る
と
、
考
え
る
。
つ
ま
り
、
穏
健
派
白
人
牧
師
は
、
キ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
人
種
統
合
主

義
者
た
ち
の
非
暴
力
直
接
行
動
に
も
、
ま
た
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
市
公
安
委
員
長
ユ
ー
ジ
ン
・「
ブ
ル
」・
コ
ナ
ー
（E

u
gen

e
“B

u
ll”

C
on

n
er

）
や
ア
ラ
バ
マ
州
知
事
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ォ
ー
レ
ス
（G

eorge
W

allac （
３
）

e
）
に
代
表
さ
れ
る
人
種
分
離
主
義
者
た
ち
の
行
為
に
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も
反
対
す
る
（
両
方
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
そ
の
両
方
か
ら
反
対
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
）。
こ
の
点
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
本

稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
三
つ
の
声
明
の
内
容
を
正
し
く
理
解
し
、
ま
た
そ
れ
ら
三
つ
の
声
明
の
内
容
の
変
化
を
理
解
す
る
う
え
で
、
重

要
で
あ
る
と
考
え
る
。

二

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
運
動

八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
の
声
明
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
キ
ン
グ
の
獄
中
書
簡
が
書
か
れ
た
の
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
バ
ー
ミ
ン

グ
ハ
ム
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
と
は
ど
う
い
う
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
運
動
と
は
ど
う
い
う
も

の
で
あ
っ
た
か
。

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
南
部
最
大
の
産
業
都
市
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
鉄
鋼
品
生
産
で
は
、
ア
メ
リ
カ
最
大
の
生
産

地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

黒
人
の
人
口
は
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
人
口
三
二
万
人
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
黒
人
の
投
票
は
バ
ー
ミ
ン

グ
ハ
ム
の
八
分
の
一
し
か
事
実
上
発
揮
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

人
権
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
は
、
権
利
章
典
（
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
）、
ア
メ
リ
カ
憲

法
前
文
、
一
八
六
五
年
に
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
第
十
三
条
（
奴
隷
制
度
の
廃
止
）、
一
八
六
八
年
に
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
憲

法
修
正
十
四
条
（
黒
人
の
公
民
権
付
与
）、
一
八
七
〇
年
に
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
十
五
条
（
黒
人
の
選
挙
権
付
与
）、
ま
た
公

立
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
を
違
憲
と
し
た
一
九
五
四
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
栽
判

（
４
）

決
な
ど
、
ま
っ
た
く
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う

な
都
市
で
あ
っ
た
。
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そ
の
よ
う
な
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
お
い
て
、
一
九
五
六
年
の
六
月
五
日
に
、
牧
師
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ャ
ト
ル
ズ
ワ
ー
ス（th

e
R

everen
d

F
red

S
h

u
ttlesw

orth

（
５
））

が
、「
ア
ラ
バ
マ
・
キ
リ
ス
ト
教
人
権
運
動
（A

C
M

H
R

,th
e

A
labam

a
C

h
ristian

M
ovem

en
t

for
H

u
-

m
an

R
igh

ts

）」
を
結
成
し
た
。
こ
の
組
織
は
そ
の
後
、
キ
ン
グ
が
議
長
を
務
め
て
い
る
南
部
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
会
議
（S

C
L

C
,th

e

S
ou

th
ern

C
h

ristian
L

eadersh
ip

C
on

feren
ce

）
に
加
盟
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
は
、
一
九
六
二
年
五
月
に
、
バ
ー

ミ
ン
グ
ハ
ム
で
人
種
隔
離
（segregation

）
に
抵
抗
す
る
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
、
決
定
し
た
。

一
九
六
三
年
四
月
三
日
、
最
初
の
抵
抗
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
抵
抗
運
動
は
、
ラ
ン
チ
カ
ウ
ン
タ
ー
や
図
書
館
で
の
シ
ッ
ト
イ
ン（
坐

り
込
み
）、
市
役
所
や
郡
役
所
へ
の
デ
モ
行
進
、
商
店
街
で
の
不
買
運
動
、
教
会
で
の
ニ
ー
ル
イ
ン
（
ひ
ざ
ま
ず
き
）
で
あ
っ
た
。
抵

抗
運
動
の
後
毎
夜
、
大
衆
集
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
中
心
は
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ソ
ン
グ
（th

e
freedom

son
gs

）
で
あ
っ
た
。
キ
ン
グ

は
、
非
暴
力
の
、
哲
学
と
方
法
に
つ
い
て
語
っ
た
。
集
会
の
最
後
に
、
ラ
ル
フ
・
ア
バ
ナ
シ
ー
（R

alph
A

bern
ath

y,1926-1990

）

か
、
シ
ャ
ト
ル
ズ
ワ
ー
ス
か
、
キ
ン
グ
が
、
非
暴
力
の
抵
抗
運
動
に
奉
仕
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
る
ア
ピ
ー
ル
（an

appeal
for

volu
n

teers
to

serve
in

th
e

n
on

-violen
t

cam
paign

）
を
行
っ

（
６
）

た
。
キ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
暴
力
を
受
け
て
も
報
復
せ
ず
に
我
慢
す
る
こ
と
を
、
自
分
自
身
と
わ
れ
わ
れ
に
確
信
さ
せ
な
い
者
は
だ
れ
も
デ
モ

行
進
に
送
り
出
さ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
が
身
に
つ
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
い
か
な

る
武
器
を
も
放
棄
す
る
よ
う
に
勧
め
た
。
何
百
人
と
い
う
人
々
が
こ
の
ア
ピ
ー
ル
に
答
え

（
７
）

た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
る
や
り
か
た
は
、
教
会
の
礼
拝
で
、
出
席
者
に
対
し
て
教
会
に
所
属
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
る「
招
き
の
時
間（th

e

in
vitation

al
periods

）」
に
似
て
い
た
。
招
き
に
応
じ
て
、
群
れ
を
な
し
て
人
々
が
前
に
出
て
い
っ

（
８
）

た
。
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大
衆
集
会
の
ほ
か
に
も
、
キ
ン
グ
た
ち
は
、
実
業
界
や
専
門
職
の
人
々
、
牧
師
た
ち
、
キ
ン
グ
た
ち
を
「
よ
そ
者
」
と
見
な
し
て
い

る
人
々
な
ど
と
も
、
会
合
を
も
っ

（
９
）

た
。
そ
の
な
か
で
も
、
特
に
牧
師
た
ち
に
、
キ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

牧
師
た
ち
に
対
し
て
は
、
私
〔
キ
ン
グ
〕
は
個
人
的
救
済
（in

dividu
al

salvation

）
の
福
音
を
補
う
（su

pplem
en

t

）
た

め
の
社
会
的
福
音
（social

gospel

）
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
私
は
、「
干
か
ら
び
た
」
宗
教
だ
け
が
、
人
々
に
地
上
の
地

獄
を
味
わ
わ
せ
る
社
会
的
条
件
を
無
視
し
な
が
ら
、
牧
師
た
ち
に
天
国
の
栄
光
を
ほ
め
た
た
え
さ
せ
る
の
だ
と
、
示
唆
し

（
１０
）

た
。

一
九
六
三
年
四
月
一
二
日
の
聖
金
曜
日
に
、
キ
ン
グ
は
、
デ
モ
行
進
を
決
行
し
、
州
巡
回
裁
判
所
（a

state
circu

it
cou

rt

）
に

よ
る
抵
抗
運
動
禁
止
命
令
違
反
の
か
ど
で
、
逮
捕
さ
れ
た
。
同
日
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
が
、
キ
ン
グ
た
ち

の
デ
モ
行
進
を
非
難
す
る
公
開
声
明
を
発
表
し
た
。

三

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
聖
職
者
た
ち

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
は
、
一
九
六
三
年
四
月
一
二
日
の
声
明
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
同
年
一
月
一
六
日
と
同
年
九
月
七
日
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
九
六
三
年
一
月
一
六
日
に
出
さ
れ
た
白
人
聖
職
者
た
ち
の
署
名
、
同
年
四
月
一
二
日
に
出
さ
れ
た
白
人
聖
職
者
た
ち
の
署
名
、
同

年
九
月
七
日
に
出
さ
れ
た
白
人
聖
職
者
た
ち
の
署
名
の
間
に
は
、
少
し
の
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。

１８８



一
月
一
六
日
に
出
さ
れ
た
白
人
聖
職
者
た
ち
の
署
名
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ノ
ー
ラ
ン
・
ハ
ー
モ
ン
（N

olan
B

.H
arm

on
,1892-1993,

主
教
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
）

ポ
ー
ル
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
（P

au
l

H
ardin

,1903-1996,

主
教
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
）

シ
ー
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
（C

.C
.J.C

arpen
ter,1899-1969,

主
教
、
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
）

ジ
ョ
セ
フ
・
ド
ゥ
リ
ッ
ク
（Joseph

A
.D

u
rick,1914-1994,

準
主
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
）

ア
ー
ル
・
ス
ト
ー
リ
ン
グ
ズ
（E

arl
S

tallin
gs,

1916-2005,

牧
師
、
バ
プ
テ
ス
ト
）

ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
レ
イ
（G

eorge
M

.M
u

rray,1919-2006,

主
教
補
佐
、
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
）

ミ
ル
ト
ン
・
グ
ラ
フ
マ
ン
（M

ilton
L

.G
rafm

an
,1907-1995,

ラ
ビ
）

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ラ
メ
ー
ジ
（E

dw
ard

V
.R

am
age,1908-1981,

長
老
派
教
会
会
議
議
長
、
長
老
派
）

以
上
の
ほ
か
に
、
ソ
テ
リ
オ
ス
・
グ
ー
ヴ
ェ
リ
ス
（S

oterios
D

.
G

ou
vellis,

司
祭
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
）、
ユ
ー
ジ
ン
・
ブ
ラ
ッ

ク
シ
ュ
レ
ー
ジ
ャ
ー
（E

u
gen

e
B

lacksch
leger,

ラ
ビ
）、
ジ
ェ
イ
・
ビ
ー
ル
（J.

T
.

B
eale,

秘
書
兼
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）
が
、
署

名
し
て
い

（
１１
）

る
。

四
月
一
二
日
に
出
さ
れ
た
白
人
聖
職
者
た
ち
の
署
名
は
、
一
月
一
六
日
に
出
さ
れ
た
右
記
の
右
か
ら
八
名
の
署
名
者
と
同
じ
で
あ
る

が
、
順
序
が
異
な
っ
て
い
る
。
四
月
一
二
日
に
出
さ
れ
た
白
人
聖
職
者
た
ち
の
署
名
順
は
、
ハ
ー
モ
ン
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
、
カ
ー
ペ
ン
タ

ー
、
ド
ゥ
リ
ッ
ク
、
グ
ラ
フ
マ
ン
、
マ
レ
イ
、
ラ
メ
ー
ジ
、
ス
ト
ー
リ
ン
グ
ズ
で
あ

（
１２
）

る
。
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九
月
七
日
に
出
さ
れ
た
聖
職
者
た
ち
の
署
名
は
、
ラ
メ
ー
ジ
に
代
わ
っ
て
、
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ
ウ
ェ
ル
（Joh

n
M

.
C

row
ell,

長
老

派
教
会
会
議
議
長
、
長
老
派
）
が
署
名
し
て
い
る
。
署
名
順
は
、
ハ
ー
モ
ン
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
、
ク
ロ
ウ
ェ
ル
、
ド
ゥ

リ
ッ
ク
、
ス
ト
ー
リ
ン
グ
ズ
、
マ
レ
イ
、
グ
ラ
フ
マ
ン
で
あ

（
１３
）

る
。

右
記
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
二
人
（
ハ
ー
モ
ン
と
ハ
ー
デ
ィ
ン
）、
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
派
二
人
（
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
と
マ

レ
イ
）、
バ
プ
テ
ス
ト
派
一
人
（
ス
ト
ー
リ
ン
グ
ズ
）、
長
老
派
一
人
（
ラ
メ
ー
ジ
）、
カ
ト
リ
ッ
ク
一
人
（
ド
ゥ
リ
ッ
ク
）、
ユ
ダ
ヤ
教

一
人
（
グ
ラ
フ
マ
ン
）、
の
構
成
で
あ
っ

（
１４
）

た
。
ま
た
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
バ
ス
（Jon

ath
an

B
ass

）
に
よ
れ
ば
、

奇
妙
な
混
合
グ
ル
ー
プ
（a

cu
riou

s
blen

d

）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
た
ち
（liberal

in
tellectu

als

）、
保

守
的
な
神
学
者
た
ち
（con

servative
th

eologian
s

）、
社
会
的
福
音
の
擁
護
者
た
ち
（S

ocial
G

ospel
advocates

）、
リ
ヴ
ァ
イ

ヴ
ァ
リ
ス
ト
た
ち
（revivalists
）、
改
革
者
た
ち
（reform

ers

）、
そ
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
ち
（C

alvin
ists

）
で
あ
っ

（
１５
）

た
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
一
九
六
三
年
に
、
時
々
集
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
非
公
式
の
グ
ル
ー
プ
（in

form
al

grou
p

）
で

あ
っ
た
。
公
式
名
は
な
か
っ
た
が
、
グ
ル
ー
プ
内
で
は
和
解
の
委
員
会
（th

e
C

om
m

ittee
of

R
econ

ciliation

）
と
呼
ん
で
い

（
１６
）

た
。

一
九
六
三
年
四
月
、
キ
ン
グ
た
ち
に
よ
る
デ
モ
が
行
わ
れ
た
後
の
一
年
六
か
月
以
内
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
（
八
人
）
の
う
ち
三
人
し

か
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
残
ら
な
か
っ
た
。
一
九
七
一
年
ま
で
に
は
、
た
っ
た
一
人
し
か
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。

三
人
と
は
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
、
マ
レ
イ
、
グ
ラ
フ
マ
ン
の
こ
と
で
あ
り
、
た
っ
た
一
人
と
は
、
グ
ラ
フ
マ
ン
の
こ
と
で
あ

（
１７
）

る
。

四

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
の
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
一
九
六
三
年
一
月
一
六
日
の
声
明

一
月
一
六
日
の
声
明
は
、「
白
人
牧
師
た
ち
に
よ
る
法
と
秩
序
に
つ
い
て
の
声
明
（T

h
e

W
h

ite
M

in
isters’

L
aw

an
d

O
rder
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S
tatem

en
t

）」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
聖
職
者
た
ち
自
身
は
、「
法
と
秩
序
と
良
識
へ
の
訴
え
（A

n
A

ppeal
for

L
aw

an
d

O
rder

an
d

C
om

m
on

S
en

se

）」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
訴
え
は
、
誰
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
。
バ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
種
隔
離
廃
止
に
反
対
す
る
者
た
ち
（th

e
oppon

en
ts

of
de-

segregation
）
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち
主
と
し
て
白
人
た
ち
に
向
か
っ
て
、
な
さ
れ

（
１８
）

た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
点
で
は
な
い
か
。

こ
の
訴
え
を
な
す
に
際
し
て
、
白
人
聖
職
者
た
ち
の
認
識
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
聖
職
者
た
ち
は
、
法
廷
の
裁
定
に
よ
っ

て
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
学
校
で
は
人
種
隔
離
が
廃
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
ま
ず
認
識
し
て
い
る
。
多
く
の
誠
実
な
人
々
（
す
な
わ
ち
白

人
た
ち
）
は
こ
の
変
化
に
反
対
し
て
お
り
、
聖
職
者
た
ち
も
南
部
人
と
し
て
、
白
人
た
ち
の
反
対
を
理
解
で
き
る
と
し
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
聖
職
者
た
ち
は
、
白
人
た
ち
に
よ
る
大
胆
な
反
抗
（defian

ce

）
は
、
正
し
い
答
え
で
も
解
決
で
も
な
い
と
、
し
て
い

る
。
ま
た
、
聖
職
者
た
ち
は
、
扇
動
的
で
反
抗
的
な
声
明
は
、
暴
力
と
不
一
致
と
混
乱
と
愛
す
る
州
（
ア
ラ
バ
マ
州
）
の
不
名
誉
を
導

く
だ
け
で
あ
る
と
、
し
て
い

（
１９
）

る
。
こ
れ
ら
が
、
聖
職
者
た
ち
の
認
識
で
あ
っ
た
。

以
上
の
認
識
を
も
と
に
し
て
、
聖
職
者
た
ち
は
、
白
人
た
ち
に
以
下
の
提
言
を
す
る
。

１
、
憎
し
み
と
暴
力
（h

atred
an

d
violen

ce

）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
的
お
よ
び
政
治
的
伝
統
に
お
い
て
は
支
持
（san

ction

）

を
得
ら
れ
な
い
。

２
、
法
お
よ
び
社
会
変
化
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
は
、
決
し
て
大
胆
な
反
抗
や
無
秩
序
や
転
覆（defian

ce,an
arch

y,an
d

su
b-

version

）
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。

３
、
法
廷
と
議
会
は
法
律
を
検
討
し
て
変
え
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
が
、
法
律
は
個
人
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
（by

w
h

im
s

of
in

-
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dividu
als

）
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

４
、
国
民
は
、
憲
法
を
修
正
し
た
り
あ
る
い
は
適
切
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
通
し
て
裁
判
官
を
弾
劾
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
の
し
か
た
は
、
法
廷
の
裁
定
へ
の
服
従
に
よ
る
。

５
、
も
し
だ
れ
も
の
自
由
（freedom

）
が
同
じ
よ
う
に
護
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ど
の
人
の
自
由
も
安
全
で
は
な
い
。

６
、
言
論
の
自
由
は
、
や
り
返
し
や
い
や
が
ら
せ
を
受
け
る
と
い
う
恐
れ
な
く
、
保
た
れ
そ
し
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
神
の
像
（in

th
e

im
age

of
G

od

）
に
造
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
、
人
間
に
属
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
基
本
的
権
利
と
特
権
と
責
任
を
も
っ
て
い
る
同
輩
の
人
間
と
し
て
尊
敬
を
受
け
る
に
値
す

（
２０
）

る
。

最
後
に
、
聖
職
者
た
ち
は
、
人
種
隔
離
廃
止
に
反
対
す
る
人
々
を
含
む
す
べ
て
の
人
々
が
、
神
の
導
き
（divin

e
gu

idan
ce

）
を

求
め
て
、
声
明
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
聖
職
者
た
ち
の
思
い
に
賛
成
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
て
い

（
２１
）

る
。

一
月
一
六
日
の
声
明
は
、
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
人
種
隔
離
廃
止
に
反
対
す
る
す
る
者
た
ち
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
バ

ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
で
の
キ
ン
グ
た
ち
の
最
初
の
抵
抗
運
動
は
四
月
三
日
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
白
人
聖
職
者
た
ち
の
一
月
一
六
日
の

声
明
に
対
す
る
、
キ
ン
グ
た
ち
の
リ
ス
ポ
ン
ス
は
表
面
上
は
な
い
。

五

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
一
九
六
三
年
四
月
一
二
日
の
声
明

一
九
六
三
年
四
月
一
二
日
の
聖
金
曜
日
に
、
キ
ン
グ
は
、
デ
モ
行
進
を
決
行
し
、
抵
抗
運
動
禁
止
命
令
違
反
の
か
ど
で
、
逮
捕
さ
れ

た
。
同
日
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
が
、
キ
ン
グ
た
ち
の
デ
モ
行
進
を
非
難
す
る
公
開
声
明
を
発
表
し
た
。

（
２２
）
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四
月
一
二
日
の
声
明
は
、「
ア
ラ
バ
マ
州
の
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
（S

tatem
en

t
by

A
labam

a
C

lergym
en

）」
と
も
、「
ア

ラ
バ
マ
州
の
八
人
の
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
公
的
声
明
（P

u
blic

S
tatem

en
t

by
E

igh
t

A
labam

a
C

lergym
en

）」
と
も
、「
白
人

牧
師
た
ち
に
よ
る
聖
金
曜
日
の
声
明
（T

h
e

W
h

ite
M

in
isters’G

ood
F

riday
S

tatem
en

t

）」
と
も
、
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
声
明
は
、
誰
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
。
バ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
人
種
隔
離
廃
止
論
者
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち
統
合

論
者
た
ち
に
向
か
っ
て
、
な
さ
れ

（
２３
）

た
。

四
月
一
二
日
の
こ
の
声
明
に
お
い
て
、
一
月
に
「
法
と
秩
序
と
良
識
へ
の
訴
え
」
と
い
う
声
明
を
出
し
て
以
来
、
人
種
問
題
（racial

problem
s

）
に
関
し
て
建
設
的
で
現
実
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
定
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
聖
職
者
た
ち
は
ま
ず
評
価
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
や
黒
人
た
ち
に
よ
っ
て
一
連
の
デ
モ
行
動
（dem

on
stration

s

）
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
デ
モ

行
動
は
一
部
分
、
よ
そ
者
（ou

tsiders
）
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
と
、
聖
職
者
た
ち
は
言
う
。
加
え
て
、
そ
の
デ
モ
行
動
は
、

賢
明
で
も
な
く
（u

n
w

ise

）、
時
宜
に
か
な
っ
て
も
い
な
い
（u

n
tim

ely

）
と
、
聖
職
者
た
ち
は
述
べ
て
い

（
２４
）

る
。

聖
職
者
た
ち
は
、
黒
人
と
白
人
双
方
の
人
種
隔
離
廃
止
論
者
に
向
か
っ
て
、
人
種
問
題
は
、
街
頭
で
の
デ
モ
行
動
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
法
廷
（cou

rts

）
で
（
こ
れ
は
一
月
の
声
明
で
も
強
調
さ
れ
て
い
た
）、
ま
た
交
渉
（n

egotiation

）
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
、
言
っ
て
い

（
２５
）

る
。

最
後
に
、
聖
職
者
た
ち
は
、
特
に
黒
人
た
ち
に
、
デ
モ
行
動
を
支
持
す
る
こ
と
か
ら
撤
退
す
る
よ
う
に
、
促
し
て
い

（
２６
）

る
。

六

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
獄
中
書
簡

キ
ン
グ
は
、
四
月
一
二
日
付
の
、
八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
に
対
し
て
、
獄
中
か
ら
、
四
月
一
六
日
付
で
書
簡
を
記
す
。
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主
た
る
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
キ
ン
グ
は
、
白
人
聖
職
者
た
ち
に
対
し
て
、
自
分
が
な
ぜ
こ
こ
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
答

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
。
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
い
る
理
由
と
し
て
、
キ
ン
グ
は
、
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

は
、
自
分
は
南
部
の
す
べ
て
の
州
で
活
動
し
て
い
る
南
部
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
会
議（th

e
S

ou
th

ern
C

h
ristian

L
eadersh

ip
C

on
-

feren
ce

）
の
議
長
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
南
部
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
会
議
の
組
織
に
は
八
五
の
加
盟
団
体
が
あ
り
、
こ
こ
ア
ラ
バ
マ
・

キ
リ
ス
ト
教
人
権
運
動
（th

e
A

labam
a

C
h

ristian
M

ovem
en

t
for

H
u

m
an

R
igh

ts

）
は
そ
の
加
盟
団
体
で
あ
る
の
で
、
自
分

は
こ
こ
ア
ラ
バ
マ
に
組
織
上
の
連
携
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
、
に
よ
る
と
キ
ン
グ
は
説
明
す
る
。
二
つ
目
の
理
由
と
し
て

こ
ち
ら
の
理
由
が
も
っ
と
根
本
的
で
あ
る
が

、
キ
ン
グ
は
、
自
分
が
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
い
る
の
は
、
こ
こ
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に

人
種
的
不
正
義
（racial

in
ju

stice
）
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
言

（
２７
）

う
。

第
二
に
、
黒
人
は
な
ぜ
シ
ッ
ト
イ
ン
や
デ
モ
行
進
の
よ
う
な
直
接
行
動
（direct

action

）
を
す
る
の
か
と
白
人
聖
職
者
た
ち
は
言

う
が
、
黒
人
が
な
ぜ
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
理
解
し
て
い
な
い
と
、
キ
ン
グ
は
言

（
２８
）

う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

す
な
わ
ち
黒
人
が
な
ぜ
シ
ッ
ト
イ
ン
や
デ
モ
行
進
の
よ
う
な
直
接
行
動
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
白
人
聖
職
者
た
ち
は
一

貫
し
て
、
ま
っ
た
く
想
像
力
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
三
回
の
声
明
の
確
固
た
る
特
徴
で
あ
る
と

言
え
る
。

キ
ン
グ
は
、
黒
人
が
直
接
行
動
を
と
る
と
き
、
そ
れ
に
先
立
つ
基
本
的
段
階
（basic

steps

）
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
と
、
説
明

す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
正
義
が
存
在
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
事
実
の
収
集（collection

of
th

e
facts

to
determ

in
e

w
h

eth
er

in
-

ju
stices

exist

）
を
し
、
ま
た
交
渉
（n

egotiation

）
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
自
己
浄
化
（self-pu

rification

）
の
努
力
を
す
る
が
、

そ
れ
で
も
事
態
が
改
善
さ
れ
な
い
と
き
直
接
行
動
を
起
こ
す
の
で
あ
る
と
、
説
明
す

（
２９
）

る
。
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「
第
一
に
」
の
と
こ
ろ
で
、
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
は
人
種
的
不
正
義
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
黒
人
指
導
者
た
ち
は
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
指
導
者
た
ち
と
交
渉
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
指
導
者
た

ち
は
交
渉
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
の
側
は
、
自
己
浄
化
の
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

「
十
戒
」
の
誓
約
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
、
日
ご
と
に
イ
エ
ス
の
教
え
と
生
涯
に
つ
い
て
瞑
想
せ
よ
。

２
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
お
け
る
非
暴
力
運
動
は
、
正
義
と
和
解
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
勝
利
を
求
め
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
、
常
に
覚
え
よ
。

３
、
愛
の
精
神
で
歩
き
、
か
つ
語
れ
、
な
ぜ
な
ら
神
は
愛
で
あ
る
か
ら
。

４
、
万
人
が
自
由
に
な
る
た
め
に
、
神
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
、
日
ご
と
に
祈
れ
。

５
、
万
人
が
自
由
に
な
る
た
め
に
、
個
人
的
願
望
は
捨
て
よ
。

６
、
味
方
だ
け
で
な
く
、
敵
に
対
し
て
も
、
普
通
の
礼
儀
作
法
を
守
れ
。

７
、
他
者
と
世
界
の
た
め
に
、
絶
え
ず
奉
仕
す
る
よ
う
に
努
め
よ
。

８
、
こ
ぶ
し
と
舌
と
心
の
暴
力
を
抑
え
よ
。

９
、
精
神
と
身
体
の
健
康
を
保
て
。

１０
、
運
動
と
デ
モ
の
指
揮
者
の
指
示
に
従

（
３０
）

え
。

以
上
の
よ
う
に
、
黒
人
の
側
で
は
自
己
浄
化
に
努
め
て
い
る
が
、
白
人
の
指
導
者
た
ち
は
黒
人
と
の
交
渉
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
い
。
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そ
こ
で
、
黒
人
た
ち
は
、
直
接
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
渉
の
扉
を
開
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
白
人
聖
職
者
た
ち
は
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
お
け
る
キ
ン
グ
た
ち
の
行
動
は
時
宜
に
適
し
て
い
な
い
（u

n
tim

ely

）
の

で
待
て
（W

ait!

）
と
言
っ
て
い
る
が
、
黒
人
た
ち
は

も
う
三
四
〇
年
以
上
も
待
ち
続
け
て

も
は
や
待
て
な
い
限
度
に
き
て

い
る
の
だ
と
、
キ
ン
グ
は
応
答
す

（
３１
）

る
。

第
四
点
は
、
法
（L

aw

）
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
黒
人
た
ち
は
法
を
破
っ
て
い
る
と
、
白
人
聖
職
者
た
ち
は
言
う
の
に
対
し
て
、

法
に
は
正
し
い
法
と
不
正
な
法
（ju

st
law

s
an

d
u

n
ju

st
law

s

）
の
二
種
類
が
あ
り
、
不
正
な
法
に
は
従
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
キ

ン
グ
は
言
う
。
そ
れ
で
は
、
正
し
い
法
と
は
ど
う
い
う
法
か
。
不
正
な
法
と
は
ど
う
い
う
法
か
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
正
し
い
法
と
は

人
間
の
人
格
を
高
め
る
（u

plift
h

u
m

an
person

ality

）
も
の
で
あ
り
、
不
正
な
法
と
は
人
間
の
人
格
を
貶
め
る
（degrade

h
u

m
an

person
ality

）
も
の
で
あ

（
３２
）

る
。

キ
ン
グ
は
、
今
述
べ
た
こ
と
を
用
い
て
、
人
種
隔
離
（segregation

）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

あ
ら
ゆ
る
人
種
隔
離
の
法
令
は
不
正
な
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
種
隔
離
は
、
人
間
の
魂
を
歪
め
、
人
格
を
傷
つ
け
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
人
種
隔
離
す
る
側
に
誤
っ
た
優
越
感
を
与
え
、
人
種
隔
離
さ
れ
る
側
に
誤
っ
た
劣
等
感
を
与
え
る
か
ら
で
あ

る
。
人
種
隔
離
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
わ
れ
と
汝
」
の
関
係
を
「
わ

れ
と
そ
れ
」
の
関
係
に
代
え
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
人
間
を
物
に
変
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
人
種
隔
離
は
、
政
治
的
、
経

済
的
、
お
よ
び
社
会
的
に
不
健
全
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
的
に
も
間
違
い
で
あ
り
罪
深
い
も
の
で
あ

（
３３
）

る
。

第
五
に
、
キ
ン
グ
は
、
二
つ
の
失
望
（disappoin

tm
en

t

）
を
、
表
明
し
て
い
る
。
最
初
の
失
望
は
、
白
人
穏
健
派
（th

e
w

h
ite

１９６



m
oderate

）
に
対
し
て
で
あ
る
。
白
人
市
民
会
議
（th

e
W

h
ite

C
itizen

’s
C

ou
n

cil

）
や
ク
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
（th

e
K

u

K
lu

x
K

lan

）
に
対
し
て
で
は
な
く
、
白
人
穏
健
派
に
失
望
し
て
い
る
と
、
キ
ン
グ
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
白
人
穏
健
派
（
声

明
を
出
し
た
白
人
の
聖
職
者
た
ち
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
）
は
、
キ
ン
グ
た
ち
の
非
暴
力
抵
抗
運
動
を
過
激
で
あ
る
（extrem

e

）

と
言
っ
て
い
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
過
激
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
で
は
な
く
、
い
か
な
る
種
類
の
過
激
か
が
問
題
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

正
義
の
拡
大
の
た
め
に
過
激
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
、
述
べ
て
い

（
３４
）

る
。

二
つ
め
の
失
望
は
、
白
人
教
会
と
そ
の
指
導
者
た
ち
に
対
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
は
、
そ
の
失
望
を
否
定
的
批
判
者
と
し

て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
そ
の
こ
と
を
、
教
会
を
愛
し
、
そ
の
胸
の
中
で
育
て
ら
れ
、
そ
の
霊
的
祝
福
で
支
え
ら
れ
、
そ
し
て

命
の
続
く
限
り
そ
こ
に
忠
実
に
留
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
福
音
の
牧
者
と
し
て
、
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
言

（
３５
）

う
。

第
六
に
、
キ
ン
グ
は
、
以
上
の
よ
う
な
失
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
希
望
を
も
っ
て
い
る
と
、
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
白
人
た
ち
の
な
か

の
「
い
く
ら
か
の
高
貴
な
魂
（som

e
n

oble
sou

ls

）」
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
キ
ン
グ
た
ち
の
運
動
に
加
わ
っ
て
く
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
彼
ら
を
「
暗
黒
の
失
望
の
山
に
希
望
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
た
」
人
々
と
、
言
っ
て
い
る
。
キ
ン
グ
が
希
望
を
も
っ

て
い
る
、
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
黒
人
た
ち
の
運
命
（destin

y

）
と
ア
メ
リ
カ
の
運
命
は
結
び
つ
い
て
お
り
、
黒
人
た
ち
の
要
求
の

な
か
に
ア
メ
リ
カ
の
聖
な
る
遺
産
と
神
の
永
遠
の
意
志
（th

e
sacred

h
eritage

of
ou

r
n

ation
[A

m
erica]

an
d

th
e

etern
al

w
ill

of
G

od

）
が
具
体
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言

（
３６
）

う
。

七

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
八
人
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
一
九
六
三
年
九
月
七
日
の
声
明

九
月
七
日
の
声
明
は
、「
白
人
牧
師
た
ち
に
よ
る
反
暴
力
の
声
明
（T

h
e

W
h

ite
M

in
isters’

A
n

ti-V
iolen

ce
S

tatem
en

t

）」
と
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も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
声
明
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ー
レ
ス
知
事
が
、
ア
ラ
バ
マ
州
警
察
に
対
し
て
、
次
の
こ
と
を
命
じ

た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
禁
止
命
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
小
学
校
と
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
の
、
裁
判
所
に
よ
る

統
合
命
令
を
中
止
す
る
よ
う
に
と
い
う
命
令
で
あ
っ
た
（
し
か
し
、
実
際
に
は
九
月
一
〇
日
ま
で
に
、
一
定
数
の
学
校
が
裁
判
所
の
命

令
に
よ
っ
て
、
統
合
さ
れ
た
）。
ま
た
、
九
月
四
日
に
は
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
で
黒
人
の
市
民
権
獲
得
の
た
め
に
活
動
し
て
い
た
弁
護

（
３７
）

士
の
家
が
爆
破
さ
れ
た
り
、
デ
モ
や
暴
動
が
起
き
た
り
し

（
３８
）

た
。

こ
の
声
明
は
、
誰
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
。
第
一
の
声
明
は
、
人
種
隔
離
廃
止
に
反
対
す
る
者
た
ち
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち

主
と
し
て
白
人
た
ち
に
向
か
っ
て
、
な
さ
れ
た
。
第
二
の
声
明
は
、
人
種
隔
離
廃
止
論
者
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち
統
合
論
者
た
ち
に

向
か
っ
て
、
な
さ
れ

（
３９
）

た
。
今
回
の
第
三
の
声
明
が
誰
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
か
は
、
第
一
の
声
明
と
第
二
の
声
明
ほ
ど
、
明
ら
か
で
は

な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
白
人
と
黒
人
の
両
人
種
を
含
む
市
民
（th

e
citizen

s

）
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
言
え
よ

（
４０
）

う
。

ま
た
、
今
回
の
声
明
は
、
量
的
に
も
少
な
く
、
内
容
に
お
い
て
も
拡
散
的
か
つ
抽
象
的
で
あ
り
、
全
体
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
い
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
声
明
が
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
運
動
と
八
月
二
八
日
の
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
で
キ
ン
グ
が
成
功
を
お
さ
め
た
の
ち
に
、

「
時
宜
に
適
さ
な
い
」
で
、
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

八

お
わ
り
に

バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
は
、
一
九
六
三
年
四
月
一
二
日
の
声
明
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
同
年
一
月
一
六
日
と
同
年
九
月
七
日
に
も
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
延
べ
三
回
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
三
つ
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の
声
明
の
内
容
は
、
変
化
し
て
い
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
特
に
日
本
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。

第
一
の
声
明
は
、
人
種
隔
離
廃
止
に
反
対
す
る
者
た
ち
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち
主
と
し
て
白
人
た
ち
に
向
か
っ
て
、
な
さ
れ
た
。

第
二
の
声
明
は
、
人
種
隔
離
廃
止
論
者
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち
統
合
論
者
た
ち
に
向
か
っ
て
、
な
さ
れ
た
。
第
三
の
声
明
が
誰
に
向

か
っ
て
な
さ
れ
た
か
は
、
第
一
の
声
明
と
第
二
の
声
明
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
白
人
と
黒
人
の
両
人
種
を
含
む
市
民
に
対
し
て
な

さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
声
明
が
誰
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、

意
識
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
三
回
の
声
明
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
声
明
に
お
い
て
も
、「
法
と
秩
序
」
が
大
事
で
あ
る
こ
と
、

な
ら
び
に
人
種
問
題
は
街
頭
で
の
デ
モ
行
動
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
法
廷
」
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
を
強
調
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
白
人
聖
職
者
た
ち
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
黒
人
た
ち
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
す
る
白
人
聖
職

者
た
ち
の
想
像
力
の
欠
如
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、
白
人
聖
職
者
た
ち
は
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

白
人
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
声
明
に
対
し
て
、
キ
ン
グ
は
何
に
こ
だ
わ
っ
て
応
答
し
た
か
。
第
一
に
、
キ
ン
グ
た
ち
の
デ
モ
行
動
が
バ

ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
に
関
係
の
な
い
「
よ
そ
者
（ou

tsiders

）」
た
ち
に
よ
り
、
ま
た
「
時
宜
に
適
さ
な
い
で
（u

n
tim

ely

）」、
な
さ
れ
て

い
る
と
白
人
聖
職
者
た
ち
が
非
難
し
た
こ
と
に
、
キ
ン
グ
は
こ
だ
わ
っ

（
４１
）

た
。

第
二
に
、
白
人
聖
職
者
た
ち
が
、
終
始
一
貫
し
て
「
法
の
遵
守
」
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
キ
ン
グ
は
、
法
に
は
正
し
い
法
と
不

正
な
法
と
が
あ
り
、
正
し
い
法
は
人
間
の
人
格
を
高
め
る
が
、
不
正
な
法
は
人
間
の
人
格
を
貶
め
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
不
正
な
法
に

は
従
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
応
答
し
た
。

バーミングハムの白人聖職者たちによる一連の声明とマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの獄中書簡との対立
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第
三
に
、
声
明
を
出
し
た
白
人
聖
職
者
た
ち
も
キ
ン
グ
（
た
ち
）
も
と
も
に
、「
教
会
を
愛
し
、
そ
の
胸
の
中
で
育
て
ら
れ
、
そ
の

霊
的
祝
福
で
支
え
ら
れ
、
そ
し
て
命
の
続
く
限
り
そ
こ
に
留
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
福
音
の
牧

（
４２
）

者
」
で
は
な
い
か
と
、
キ
ン
グ
は
、
白
人

聖
職
者
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
る
。
キ
ン
グ
の
こ
う
い
う
在
り
よ
う
に
、
筆
者
は
、
日
本
に
お
け
る
人
権
運
動
と
違
っ
て
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
黒
人
の
人
権
運
動
は
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

日
本
に
お
け
る
キ
ン
グ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
梶
原
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
筆
者
も
同
じ
考
え
で
あ
る
。「
キ
ン
グ
が
黒

人
た
ち
と
と
も
に
闘
っ
た
公
民
権
運
動
は
、
一
面
に
お
い
て
た
し
か
に
政
治
的
、
社
会
的
運
動
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教
の
真
正
性
を
問
う
運
動
で
も
あ
っ

（
４３
）

た
」。

注

（
１
）
こ
の
日
付
は
、
キ
ン
グ
が
獄
中
書
簡
を
書
き
終
わ
っ
た
日
で
は
な
く
、
書
き
始
め
た
日
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。Jon

ath
an

B
ass,

B
lessed

A
re

th
e

P
eacem

akers
:

M
artin

L
u

th
er

K
in

g,
J

r.,
E

igh
t

W
h

ite
R

eligiou
s

L
ead

ers,
an

d
th

e
“L

etter
from

B
irm

in
gh

am
J

ail”
(B

aton
R

ou
ge,L

A
:

L
ou

isian
a

S
tate

U
n

iversity
P

ress,2001),135.

（
２
）
黒
崎
真
「
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運
動
に
お
け
る
教
会
の
役
割
再
考
」『
ア
メ
リ
カ
史
研
究
』
第
三
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
八
一
頁
。

（
３
）
一
九
六
三
年
一
月
一
四
日
の
州
知
事
就
任
演
説
で
、「
人
種
隔
離
を
今
日
も
、
人
種
隔
離
を
明
日
も
、
人
種
隔
離
を
永
遠
に
」
と
述
べ
た
。

（
４
）
ブ
ラ
ウ
ン
対
カ
ン
ザ
ス
州
ト
ペ
カ
市
教
育
委
員
会
の
裁
判
に
お
い
て
、
全
員
一
致
に
よ
り
、
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
は
憲
法
違
反

で
あ
る
と
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。

（
５
）
シ
ャ
ト
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
一
九
二
二
年
に
生
ま
れ
、
一
九
五
一
年
に
セ
ル
マ
大
学
を
、
一
九
五
三
年
に
ア
ラ
バ
マ
州
立
カ
レ
ッ
ジ
を
、
卒

業
し
て
い
る
。
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
ベ
テ
ル
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
（B

eth
el

B
aptist

C
h

u
rch

）
の
牧
師
で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
創
立

メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
。

２００



（
６
）C

layborn
e

C
arson

,
ed.,

T
h

e
A

u
tobiograph

y
of

M
artin

L
u

th
er

K
in

g,
J

r.
(N

ew
Y

ork
:

In
tellectu

al
P

roperties

M
an

agem
en

t,
In

c.
an

d
W

arn
er

B
ooks,

1998),
170-86

;

ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
編
『
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン

グ
自
伝
』
梶
原
寿
訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
四
―
二
二
二
頁
。
黒
崎
は
、
筑
波
大
学
博
士
（
文
学
）
学
位
請
求

論
文
「
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
実
践
―
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運
動
と
黒
人
教
会
―
」
の
一

一
頁
に
お
い
て
、「
同
書
〔T

h
e

A
u

tobiograph
y

of
M

artin
L

u
th

er
K

in
g,

J
r.

〕
は
、
キ
ン
グ
の
思
想
と
活
動
全
体
を
理
解
す
る

点
で
良
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
章
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
ど
の
出
典
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る
か
不
明
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
本

研
究
﹇
黒
崎
の
博
士
学
位
請
求
論
文
﹈
で
は
引
用
と
し
て
は
使
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
筆
者
も
黒
崎
の
考
え
に
賛
成

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
範
囲
に
関
す
る
限
り
、
黒
崎
が
指
摘
す
る
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
影
響
は
受
け
な
い
こ
と
、

ま
た
梶
原
の
翻
訳
が
わ
か
り
や
す
い
こ
と
、
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
本
稿
で
はT

h
e

A
u

tobiograph
y

of
M

artin
L

u
th

er
K

in
g,

J
r.

と
『
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
自
伝
』
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
７
）C

arson
,ed.,178

；

カ
ー
ソ
ン
編
、
二
一
三
頁
。

（
８
）Ibid.,178-79

；

同
書
、
二
一
四
頁
。

（
９
）Ibid.,179

；

同
書
、
二
一
四
―
二
一
五
頁
。

（
１０
）Ibid.,179

；

同
書
、
二
一
四
頁
。

（
１１
）B

ass,234.

（
１２
）Ibid.,236.

（
１３
）Ibid.,257-58.

（
１４
）Ibid.,5.

（
１５
）Ibid.,5.

（
１６
）Ibid.,10.

（
１７
）Ibid.,292.

（
１８
）Ibid.,19.

（
１９
）Ibid.,233.
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（
２０
）Ibid.,233-34.

（
２１
）Ibid.,234.

（
２２
）
四
月
一
二
日
の
声
明
は
、
梶
原
寿
が
、
そ
の
著
『
み
足
の
跡
を
し
た
い
て

キ
ン
グ
牧
師
に
お
け
る
信
仰
の
か
た
ち

』（
新
教

出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
六
五
―
六
六
頁
に
お
い
て
、
要
約
し
て
い
る
。
そ
の
要
約
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
２３
）B

ass,19.

（
２４
）Ibid.,235.

（
２５
）Ibid.,236.

（
２６
）Ibid.,236.

（
２７
）C

arson
,ed.,188

；
カ
ー
ソ
ン
編
、
二
二
四
―
二
二
五
頁
。

（
２８
）Ibid.,189

；

同
書
、
二
二
六
頁
。

（
２９
）Ibid.,189

；

同
書
、
二
二
六
頁
。

（
３０
）M

artin
L

u
th

er
K

in
g,Jr.,

W
h

y
W

e
C

an
’t

W
ait

(N
ew

Y
ork

:
A

S
ign

et
C

lassic,1964),51.

梶
原
寿『
マ
ー
テ
ィ
ン
・
Ｌ
・

キ
ン
グ
』
清
水
書
院
、
一
九
九
一
年
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。
梶
原
『
み
足
の
跡
を
し
た
い
て
』、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
３１
）C

arson
,ed.,191-92

；

カ
ー
ソ
ン
編
、
二
二
八
―
二
二
九
頁
。

（
３２
）Ibid.,193

；

同
書
、
二
三
〇
頁
。

（
３３
）Ibid.,193

；

同
書
、
二
三
〇
頁
。

（
３４
）Ibid.,195-98
；

同
書
、
二
三
二
―
二
三
六
頁
。

（
３５
）Ibid.,199
；

同
書
、
二
三
七
―
二
三
八
頁
。

（
３６
）Ibid.,201-02

；

同
書
、
二
四
〇
―
二
四
一
頁
。

（
３７
）B

ass,180.

バ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
は
ア
ー
サ
ー
・
シ
ョ
ー
ズ
（A

rth
u

r
S

h
ores

）
で
あ
る
。

（
３８
）B

ass,180.

（
３９
）Ibid.,19.

（
４０
）Ibid.,257.
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（
４１
）
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
キ
ン
グ
獄
中
書
簡
の
な
か
の
「
第
一
に
」
と
「
第
三
に
」
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
次
も
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。C

arson
,ed.,188

；

カ
ー
ソ
ン
編
、
二
二
四
頁
。

（
４２
）Ibid.,199

；

同
書
、
二
三
八
頁
。

（
４３
）
梶
原
『
マ
ー
テ
ィ
ン
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
』、
一
五
二
頁
。
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